
政

令

平成年月日 月曜日 (号外第号)官 報




４

児
童
相
談
所
設
置
市
に
お
い
て
、
法
第
四
一
条
の
規

定
に
よ
り
、児
童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、

法
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
務
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
関
係
）

５

法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
指
定
都
市
及

び
児
童
相
談
所
設
置
市
に
お
い
て
は
、
指
定
都
市
又
は

児
童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則

第
二
条
関
係
）

６

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を

行
う
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
三
条
〜
第
一
六
条
関
係
）

７

こ
の
政
令
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
法
の
施
行
の

日
（
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

し
た
。

二

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

合
併
等
に
伴
う
確
定
給
付
企
業
年
金
か
ら
中
小
企

業
退
職
金
共
済
へ
の
資
産
移
換
の
基
準
を
整
備
す
る

こ
と
と
し
た
。（
第
五
四
条
の
八
関
係
）

２

合
併
等
に
伴
う
中
小
企
業
退
職
金
共
済
か
ら
確
定

給
付
企
業
年
金
及
び
確
定
拠
出
年
金
か
ら
確
定
給
付

企
業
年
金
へ
の
資
産
移
換
の
基
準
を
整
備
す
る
こ
と

と
し
た
。（
第
五
四
条
の
九
関
係
）

三

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

合
併
等
に
伴
う
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
確

定
拠
出
年
金
か
ら
中
小
企
業
退
職
金
共
済
へ
の
資
産
移

換
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
取
扱
い
等
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
関
係
）

四

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た

め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
関

係
確
定
給
付
企
業
年
金
又
は
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
と

厚
生
年
金
基
金
の
双
方
か
ら
中
小
企
業
退
職
金
共
済
へ

の
資
産
移
換
が
行
わ
れ
た
場
合
の
掛
金
納
付
月
数
の
通

算
方
法
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
三
条
関
係
）

五

所
得
税
法
施
行
令
及
び
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改

正
関
係

確
定
拠
出
年
金
、
確
定
給
付
企
業
年
金
及
び
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
の
税
法
上
の
取
扱
い
に
係
る
規
定

の
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
所
得
税
法
施
行
令
第

六
四
条
、
第
六
九
条
、
第
八
二
条
の
三
及
び
第
一
八
三

条
並
び
に
法
人
税
法
施
行
令
第
一
三
五
条
関
係
）

六

資
産
移
換
及
び
施
行
前
の
準
備
に
関
す
る
経
過
措
置

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

七

こ
の
政
令
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
八
年
法
律
第
六
〇
号
）
附
則
第
一

条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
〇
年

五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
間
の
暴
風
雨
に
よ
る
災
害
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び

こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

◇
確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
二
九
一
号
）（
厚

生
労
働
省
）

確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
八
年
法
律
第
六
六
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
〇
年
五
月
一
日
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

◇
確
定
拠
出
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
（
政
令
第
二
九
二
号
）（
厚
生
労
働
省
）

一

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

中
小
事
業
主
掛
金
の
規
約
承
認
基
準
等
や
拠
出
の

方
法
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
七
条

第
五
号
、
第
二
九
条
第
四
号
及
び
第
三
五
条
の
二
関

係
）

２

簡
易
企
業
型
年
金
の
掛
金
は
定
額
の
み
認
め
る
こ

と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
の
三
関
係
）

３

指
定
運
用
方
法
の
選
定
及
び
提
示
に
関
す
る
規
約

承
認
基
準
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六

条
第
八
号
、
第
一
三
条
第
二
項
及
び
第
二
九
条
第
五

号
関
係
）

４

運
用
の
方
法
に
つ
い
て
、
商
品
提
示
数
の
上
限
を

三
五
本
と
す
る
こ
と
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
五
条
第
一
項
、
第
一
五
条
の
二
及
び
第
一
六
条
関

係
）

５

他
制
度
間
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
規
約

記
載
事
項
や
移
換
時
の
通
算
加
入
者
等
期
間
の
取
扱

い
、
個
人
型
年
金
加
入
者
が
他
制
度
に
移
換
し
た
場

合
に
自
動
的
に
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

規
定
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
第
八
号
、
第
一
八

条
第
二
項
、
第
二
二
条
、
第
二
五
条
第
二
項
、
第
二

七
条
第
八
号
、
第
三
八
条
の
三
及
び
第
四
五
条
の
三

関
係
）

６

確
定
拠
出
年
金
制
度
間
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
つ

い
て
、
企
業
型
年
金
加
入
資
格
喪
失
者
に
対
す
る
移

換
手
続
説
明
の
義
務
化
や
脱
退
一
時
金
支
給
時
の
手

続
に
係
る
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
四

五
条
の
四
、
第
四
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
六
〇
条

第
五
項
関
係
）

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
二
百
八
十
六
号

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
の
指
定
に
関
す
る
政
令（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
八
戸
市
」
を
「
八
戸
市

福
島
市

川
口
市

八
尾
市

明
石
市

鳥
取
市

松
江
市
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一

部
改
正
）

２

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
川
口
市
、」及
び
「
、
八
尾
市
、
明
石
市
」
を
削
る
。

一

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項

二

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
十
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
大
気
汚
染
防
止
法
施

行
令
第
十
三
条
第
一
項

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

３

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
福
島
市
、」を
削
る
。

一

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条

二

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）

第
十
四
条
第
二
号

三

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
号

四

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
三
十
六
号
）
第
九
条

総
務
大
臣

野
田

聖
子

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

環
境
大
臣

中
川

雅
治

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三
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